
１. 背景

最初に背景です｡ 紙媒体とか電子媒体の違いにかかわらず記録

を残していかねばなりません｡ 現在､ 毎日いろいろな情報をつく

り出しますし､ いろいろな記録をつくり出します｡ これをいかに

して残していくかというのが､ 将来への我々の責任です｡ 電子政

府とか､ ウェブ､ あるいはインターネット､ そうしたことで代表

される情報環境は､ この15年ほどの間で劇的に変化しました｡

大学におりますと､ 常に接する相手は同じ年代です｡ 大学の１

年生､ ２年生ぐらいで20歳までの学生です｡ 彼らが生まれたのは､

今からちょうど20年か19年ぐらい前｡ そうすると､ 今の１年生だ

と全く平成の時代です｡ まだポケベルの時代だったかもしれませ

ん｡ 携帯電話よりは少し前､ 物心ついたときには携帯電話やイン

ターネットを使うのは普通の世代になっています｡ 彼らに､ ネッ

トワークのない生活というのを想像してごらんと言っても､ 大体

が想像できない｡ 皆さんの年齢は様々ですが､ 15年ぐらい前の記

憶は定かな方々ばかりかなと思いますその頃と今を比べてみて､

本当に変わっているということは十分おわかりと思います｡ この

変わってしまった情報環境の中で作り出しているいろいろな記録

を残していかなければなりません｡ それが我々の背景です｡

本というのを考えてみましょう｡ ここでは辞書を例にとってい

ますけれども､ 冊子体の辞書､ それから携帯型の電子辞書､ それ

からネット上の辞書とあります｡ これは､ 英和辞典､ あるいは国

語辞典でも結構ですし､ あるいは百科事典でも結構です｡ こうい

う辞書､ あるいは事典と言うと､ 冊子体を思い浮べるのか､ 携帯
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背景
・私たちは将来のコミュニティのため
に､ 紙媒体､ 電子媒体の違いにかか
わらず､ 文書と記録を残していかね
ばならない｡

・インターネットやWeb そして電子
政府に代表されるように､ 私たちの
情報環境はこの10年余りの間に劇的
に変化した｡

・情報環境が変化したとしても､ 私た
ちは将来に向けて記録を残していか
ねばならない｡

・一方､ 電子的な文書・記録を残して
いくには､ 数多くの問題を解決して
いかねばならない｡

杉本 重雄 (すぎもと しげお)

筑波大学図書館情報メディア研究科教授・同大学知的コミュニティ基盤研究センター長｡ 現在の研究領

域はディジタルライブラリ､ メタデータ｡ Dublin Core Metadata Initiative の評議委員会 (Board

of Trustees)､ ディジタルライブラリに関する国際会議等国際的な活動に積極的に参画｡
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型の辞典を思い浮かべるのか､ はたまたネット上の辞典を思い浮

かべるのかが問題なんです｡

辞書というのは､ ある意味典型的な本だろうと思います｡ 確か

に小説とはかなり違いますが､ 我々が情報を得るためによく使う

ものです｡ ところが､ ある意味で､ 辞書のイメージがこんなに変

わっているんです｡ ふだん､ 確かに本と言われると冊子体のイメー

ジかもしれないんですが､ 現実に使っているものは携帯の辞書で

あったり､ あるいはウィキペディアであったりします｡ 携帯から

アクセスすることもあります｡ あるいは携帯そのものに辞書が載っ

ていたりします｡

ですから､ こういう環境の中に生きていて､ 本というのは何な

んだろうと考えてみたいです｡ 今､ 多くのみなさんが辞書に対し

て冊子体のイメージで持たれているということは､ それはやはり

本をモノとしてとらえていることになると思います｡ でも､ 実際

に使うほうからみると､ モノというよりは中身で利用されていま

すね｡ それが実際のところかなと思います｡

本とは何ぞやというのは､ 自分自身では､ 基本的にはモノと中

身の両方が一体化したものなんだろうと思います｡ 実際には､ モ

ノとしての使い勝手だとか見やすさ､ アクセスのしやすさですと

か､ 手軽さとか､ 内容によって本に対する見方が違うと思います

が､ でも紙でなければならないということは全くなくなっている

と思います｡

この後､ お話しします電子化の観点からは､ ディジタルになっ

て何が変わるかという問題があります｡ 例えば､ ディジタルの文

書といっても､ コンパクトディスクやDVDに入っているものも

あれば､ ネット上にあるものもあります｡ ただ､ 基本的にディジ

タルになると何が変わったかというと､ モノと中身､ 少し違う言

い方をすると､ 入れ物と中身が分離されたということだと思いま

す｡

印刷物というか､ 冊子体の場合は､ インクが紙ににじみ込ませ

てあるわけですね｡ ですから､ 入れ物である紙とインクであらわ

された情報というのは分けることができません｡ しかし､ ディジ

タルデータの場合は､ 当たり前ですが､ いろんなところにコピー

が作れます｡ コピーのしやすさ故に､ コピーライトに関連するい

ろいろな話題がでてきます｡ でも､ 基本的にはディジタル化とは

入れ物と中身の分離であると思います｡

加えて､ ディジタルであれば､ テキストであろうが､ ビデオで

あろうが､ オーディオであろうが､ リンクであろうが､ いろんな

ものを同一の基盤の上にあらわすことができる｡ それは､ 紙のも
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本を考える
・本って何？
・あなたにとって辞書はどれ？
・本とは､ ｢もの｣ それとも ｢中味｣ ？
・両方が一体化したもの (たぶん)
－ものとしては､ 使い勝手や見易さ
を決める

－中味の情報は､ 別に紙に印刷した
ものでなくてもかまわない

・ディジタルになると何が変わる？
－｢もの｣ と ｢中味 (コンテンツ)｣
が分けられる

→ 同じ中味をいろんなメディアに
入れられる

－いろんなものを一緒に入れられる
(テキスト､ ビデオ､ オーディオ､
リンク)
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のではできなかったことですね｡

ですから､ 我々人間が使う情報表現というのは文字だけではも

ちろんありません｡ いろんなものを使います｡ ですから､ 人間が

行ういろんな情報表現を､ １つの基盤上に乗っけられるというの

がディジタル化であると思います｡ そういうふうに考えると､ い

わゆるディジタル情報技術は､ コンピューターやネットワークを

使って､ いろいろなものを表現し､ 伝えるという活動に対して､

大きな自由度を与えてくれているのかなと思います｡

コンテンツ (content(s)) ということば

コンテンツという言葉は､ 随分以前から使われている言葉です｡

やや硬いかもしれませんが､ コンテンツという言葉は､ 訳してし

まうと単に ｢中身｣ になります｡ ある種､ ふだんよく使うのだけ

れども､ 意味がわからない言葉かなと思います｡ そこで､ 辞書を

幾つか見てみました｡ 基本的には何らかの情報表現をした内容で

あるというか､ あるいは情報表現されたものであると､ 自分自身

は考えています｡

単にどこかコンピューターのディスクの中に乗っかっている､

ただそれだけでコンテンツと呼ぶのは余りよくないと思います｡

何らかの意図のもとに表現したもの､ それがコンテンツだと思い

ます｡ ディジタル化することによって入れ物と中身を分離できま

すので､ それで､ 何らかの入れ物を使って表現されたものの､ そ

の中身の部分というのをコンテンツと考えています｡

ただ､ もちろんコンテンツというものは､ そのものでは､ 見る

ことも感じることもできませんので､ 利用のためにはそれなりの

道具､ それから環境が必要になります｡ それが従来の出版メディ

アというんでしょうか､ あるいは表現メディアと少し違うところ

かなと思います｡

情報環境の進化

情報環境の進化として､ はじめにメディアの変化です｡ 皆さん､

８インチのフロッピーというのは覚えておられますか｡ もう全く

見ないですね｡ 今の学生は､ ５インチのフロッピーも全く見たこ

とないです｡ そろそろ3.5インチのフロッピーも危ないです｡ USB

メモリーもどうなるかわかりません｡ そういう意味では､ フロッ

ピーで８インチ､ ５インチ､ 3.5インチ､ 光磁気ディスク､ CD､

DVD､ VHS､ この中で残っていくものもあれば､ 消え去ってい

くもの､ 全く消え去ってしまったものもあります｡

自分の学位論文は８インチのフロッピーに入っています｡ 自分
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コンテンツ (content (s)) というこ
とば
・コンテンツを､ ディジタル形式で表
現し､ 配信し､ 利用する
－ネットワーク (あるいは他のメディ
ア) を介した配信

－利用者とその環境に応じた利用を
可能にする

・ディジタル化は入れ物と中身の分離
－中身だけで流通させることができ
るようになった

－ただし､ 利用のためにはそれなり
の道具・環境が必要

情報環境の進化
・文書や記録を作り､ 利用し､ 蓄積す
るための環境は劇的に進化し､ さら
に変化を続けている｡
－メディアの変化
・記録メディア
フロッピィ (８､ 5.25､ 3.5イ
ンチ)､ 光磁気ディスク､ CD､
DVD､ VHS 等
固定ディスクの容量－メガバイ
トからテラバイトへ
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にとっては幸せなこと (？) に､ そのフロッピーの中身は決して

読めません｡ １つの理由には､ ハードウエアがないこと｡ 中身は

非常に単純なので､ 中身を取り出せればテキストだけです｡ 読み

だすことさえできれば何とかなると思います｡ ファイルの管理シ

ステムも CPUも､ どこかのコンピューターの博物館に行けば生

きているかもしれないです｡ けれども､ 身の回りにはないですね｡

こうした古いもの､ 読めなくなっているものは幾らでもあると

思います｡ もちろんあるコンピューターで扱うファイルだけでは

ありません｡ ビデオテープなんかもそうですね｡ 例えば20年前と

か､ もっと前に撮ったビデオがあるんだけれども､ 劣化して中身

が読めないとか､ ８ミリのビデオテープのようになくなってしまっ

たのもありますね｡ いろんなメディアの変遷の影響を受けますね｡

ディスクの容量という問題もあります｡ これは､ 保存という話

とはちょっと違うのですが､ さっき言った８インチのフロッピー

というのは､ 大体256キロバイトぐらいだったんです｡ 今､ キロ

バイトという単位は聞かないです｡ メガの単位でも､ 聞かなくなっ

ていました｡

3.5インチのフロッピーが1.4メガあり､ 十分入るなと思ってい

たんですけれども､ 今ではメガバイトは､ メモリー大きさの単位

ではなくなってきましたね｡ この20年の間にそれほど我々の環境

は変わっていっています｡

文書をつくるオーサリングツールにしても､ タイプライターか

らワープロ､ そして DTP に変わっていきました｡ DTP という

言葉も､ もうほとんど使わなくなったように感じます｡ デスクトッ

プパブリッシングの略です｡ デスクトップパブリッシングが普通

になってしまいました｡

1980年代の終わりごろにマッキントッシュのハイパーカードと

いうソフトが一世を風靡しました｡ それ自身はもうみなくなりま

した｡ そのハイパーカードでつくられていた文書は､ カードをベー

スにして､ その中身と中身をリンクで結んでいくものです｡ 今我々

が扱っているウェブでは全く普通のものになっています｡ テキス

ト同士だけを結ぶのではなくて､ 絵と絵を結んだり､ テキストと

音を結んだりと､ いろんな形で結べるようになってきました｡ 現

在ではそうしたリンクを普通に使っているところが大事なところ

かと思います｡ そのころは､ いわば特殊なものであったのですが､

今は誰もが普通に使っています｡ 普通に使っているということは､

我々がふだんつくる文書でも､ それを何の気なしに使ってしまっ

ているということかと思います｡

例えばマイクロソフトのWord で文書を作っているとき､ 文
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－オーサリングツールの変化
・タイプライターからワープロそ
してDTPへ

・マルチメディア､ ハイパーメディ
ア資料のオーサリングツール
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書の中でURL を入れて､ Enter キーを押すと､ テキストの色が

自動的に変わってしまい､ しかもアンダーラインがつきます｡ こ

れは何だろうと思っていたらリンクになっていたといった経験は

おありであろうと思います｡

こういうリンク付きの文書を保存していこうと考えたとき､ そ

れがリンクという情報を､ URL という文字の内容で保存してお

けばいいのか､ あるいはそのリンク先がどうなっているかという

ことの情報までちゃんと保存しておかねばならないのか､ という

問題があります｡ この正解はわからないですね｡ 多くを求めれば

切りがないです｡ 例えばそのURLの文字列だけがあって､ それ

が何ぞやというのは､ 例えば30年後の人､ あるいは50年後の人に

わからないでしょう｡ ですから､ 我々がふだん使っているソフト

が､ 昔では考えられなかった内容を､ 普通に､ 気がつかない間に

つくりだしてしまうことがあります｡

次に､ 通信基盤の変化ですね､ 高速のブロードバンドネットワー

ク､ 安価なパソコン､ これはもう我々にとって普通のものになっ

てしまいました｡ 最近ですとネットブックと呼ばれるマシンが数

万円の値段です｡ 携帯電話もありますね｡

通信系の古い機材の話なのですが､ 音響カプラというのは皆さ

んご存じですか｡ かなり上の世代になると覚えておられるかと思

います｡ 要するに電話､ アナログ電話を使ったデータ通信のため

の機材です｡

例えば､ 情報検索するというと､ そういう機材を使って､ デー

タベースを運営しているところに電話をかけて､ それでコンピュー

ターにつないで検索をしていました｡ コンピューターの使用料も

高いですいし､ それから回線料も高いですから､ できるだけ検索

効率をよくしましょうということが非常に大事だったわけです｡

ところが今､ 検索というと ｢グーグル一発｣ とか､ あるいは携帯

からでもできてしまいます｡ これもやはり情報環境の大きな変化

です｡ ですから､ そういう環境の中で生きているのであるという

ことをやはり前提に考えておかないといけないと思います｡

90年代はインターネットが爆発的に広がりました｡ 日本国内で

は､ 例えば90年代からは日本政府は e‒Japan ですね｡ 2000年代

に入って u‒Japan に変わりました｡ ｅからｕ､ ｕはユビキタス

です｡ 最近､ アップルの iPhoneのような､ いわゆるスマートフォ

ンが出ています｡ 日本や韓国というところでは､ 携帯電話を使っ

てネットにアクセスする､ あるいは携帯電話の上で発信というか

出版をしていくような動きが非常に進んでいます｡

例えば､ 図書館での事例ですが､ 携帯に対して OPAC (オン
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－通信基盤の変化
・高速ブロードバンドネットワー
ク

・安価なパソコン
・携帯電話､ 携帯端末
・Web と電子メール

・90年代におけるインターネットと
Web の爆発的拡大
－情報資源を発信し､ アクセスする
ための主要メディアとしてのイン
ターネット

－大量かつ多様な情報資源を提供し､
利用者の情報アクセスを支援する
重要なサービスとしてのディジタ
ルライブラリ
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ライン目録) という目録検索サービスを携帯電話向けに提供する

ということがごく普通に行われています｡ これは､ アメリカへ行

くと必ずしもそうではありません｡ 聞き伝えで正確ではありませ

んが､ ヨーロッパだと行われているそうです｡

携帯電話をネットワークにアクセスする道具として普通に使っ

てきているわけです｡ 例えば携帯､ もう７､ ８年前ですね､ ６､

７年前かな､ 大学図書館に勤められている図書館員の方で､ その

人から携帯電話でサービスするといいんだよ､ と｡ その理由がお

もしろかったからおぼえているんですけれども､ 端末の数が減ら

せます｡ 皆そこで自分で持っている携帯で探してくれて､ それを

そのまま書架の間に入れてくれる｡ だから､ メモ用紙と一緒なん

です｡

そういう話を聞いて､ 僕はこれはなるほどなと思って時々紹介

している話なんですけれども､ 多分､ ふだん携帯を持っていて､

自分に､ いつも僕は余り携帯使わないんですけれども､ 実は一緒

にいます｡ ですから､ そこにいろんなものが残せます｡ ですから

そこを､ 要するに情報を探そうとしている人には､ 今そこにいる

ところで情報を得られることというのは､ やはり便利なんです｡

ですから､ そういう道具を用意してあげるということは大事なこ

とだし､ そういうふうにやっぱり世の中全体に動いていっている

と思います｡

それで､ 電子政府の潮流ですね｡ これも今ほかで､ 特にこちら

国立公文書館､ あるいは内閣府では公文書管理法というのができ

上がって､ それで90年代に e‒Japan が進められました｡ いわゆ

るｅガバメントですね｡ その電子政府では､ 特に文書の流通が電

子化していくことになります｡ 書類づくりに付随するいろいろな

コミュニケーションも､ どんどん電子化されていると思います｡

もう一点､ 例えばこの１年以内に､ あるいは２年以内に､ オフィ

スで使う書類をワープロ､ あるいはエクセルといったソフトを全

く使わずにつくったことはあるでしょうか｡ ふだんの文書づくり､

あるいは文書のやりとりの中で､ そういう電子的なものがベース

になっていないことはないと思います｡ そうすると､ 例えば､ 決

裁を受けた正規の文書としては紙のものであるのかもしれないの

ですが､ 文書として最初につくられて､ かつそれで実際に流れて

いくのは､ もうほとんど電子的であるとすれば､ その電子的なも

のがメインになって､ 紙の文書が､ ある種補助的なものになって

いるとしても別に何の不思議もないですね｡

それと､ 私自身は紙でもらった書類を後で電子的に送ってくれ

ませんかとよく頼みます｡ これは読むためには紙を使うけれども､
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・電子政府 (e‒Government) の潮流
－国､ 自治体
－ワークフローやビジネスプロセス
の変化

－政府行政情報資源への主要アクセ
スポイントとしてのWeb の利用
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読んだら紙のものは捨ててしまって､ とっておくのは､ 自分が使っ

ている PCの上に乗っかっているものになっている｡ こうしたこ

とは､ 結構共通しているのではないでしょうか｡ ある意味では､

紙の消費量というのは減らなかったけれども､ 仕事の仕方はペー

パーレスの方向に向いていると思います｡ だから､ 保存は電子で､

紙のものは読むだけ､ それが普通の仕事の中でかなりの部分を占

めていないかなというふうに思います｡

それから､ 加えて､ もちろんハイパーリンクですとか､ あるい

は動画ですとか､ 音ですとか､ そうしたものというのは､ 紙だけ

では表現できませんので､ そうした情報も含めて一つの文書と考

えると､ それはもう全く電子とかディジタルじゃないと扱えない

ですね｡ でも､ ふだん自分たちで､ 自分自身がつくったり､ ある

いは接しているもので､ 本当に紙とインクというと､ 今では紙と

トナーですかね､ それだけであらわせるものというのはどの程度

なんだろうなと考えてみると､ 自分自身で評価したことはないん

ですが､ 音ですとか､ あるいはリンクというのに頼っていると思

います｡

最近､ CD の売り上げがずっと下がっているというのがニュー

スで出ていましたが､ それに対して､ いわゆるネット上での曲､

音楽､ 楽曲の販売がどの程度になっているのか､ そこのところま

でちゃんと知らないのですが､ ただ､ 自分自身 CDを買っても､

大体､ 例えばmp 3 でプレーヤーやパソコン上で聞いています｡

ですから､ 以前は CDから直接再生をしていたんだけれども､ 今

は､ コピーをとってから聞いていないかなと思うんです｡ ですか

ら､ CDは内容を直接楽しむためとか､ 内容を使うためのメディ

アではなくて､ CDは内容を運ぶための入れ物に変わっているわ

けです｡ それが進んでいくとネット上での発信です｡ 今は音楽か

ら進んでいますね｡ 日本だと着メロから始まった着うたですね｡

世界的にもネット配信が進んできています｡ 便利がよくて安けれ

ば､ 大体そちらのほうに向いていくと思います｡ 例えば､ まだこ

れからのことかと思いますが､ 漫画のネット発信のように､ 出版

にしても同じようなことが考えられます｡ もし紙で印刷して出版

するコストが高く､ 十分ペイしなければ､ そちら側が消えていき

ますでしょうし､ ディジタルなものがそれなりに人気が出れば､

そちらに向いていくことになると思います｡

Google Book Search ですとか､ Amazon の Kindle の影響が

あります｡ 日本国内での経験では､ いわゆる電子ブックリーダー

というのは何回か出てきては失敗して､ うまくいかなかったので

すが､ なぜか Kindle はアメリカでそれなりに広がりました｡ 基
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・ペーパーレス環境
－電子的情報資源が主要な情報源と
なった
・読むためだけにメールや Web
ページを印刷し､ 保存は電子的
に行っている

－電子的な情報資源は必ずしも印刷
できない
・現代のディジタルドキュメント
は､ すでに従来の印刷指向の文
書とは同じではなくなっている

・統一的な環境で､ ビデオやアニ
メといった要素までをも含むマ
ルチメディア､ ハイパーメディ
アの情報資源を利用することが
できるようになった
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本的な理由は､ 電子ブックリーダーとネットワークがつながって､

コンテンツをどこででもダウンロードできるというのが､ 大きな

違いかなと思います｡ ですから､ 内容を運搬するためのメディア

を使わなくても､ どこででもアクセスできるというところが大事

なポイントだったのかなと思います｡ そういう意味では､ 我々の

携帯電話の利用と同じことかもしれません｡

一方で､ 漫画の話なのですけれども､ 少年向けの週刊誌のビジ

ネスモデルに寿命が来ているというお話を聞いたことがあります｡

それは雑誌そのもので赤字が出てもコミックスでカバーしていた

のに､ コミックスの売り上げも落ちてきている｡ そうするとこの

ビジネスモデルは立ちいかなくなるという話を聞いたことがあり

ます｡ そのため､ 次のビジネスのことを考えなければならないそ

うなんです｡ そこでディジタルな漫画ということになるのだけれ

ども､ そのマーケットは伸びてはいるが､ まだ小さくてというお

話しでした｡

ディジタル化した本から冊子体の本を作ることも､ もちろん可

能です｡ ミシガン大学の図書館で実際に見せてもらったことがあ

るのですが､ ディジタル化したコンテンツを図書館の中に置いて

ある機械でプリントし､ 製本して､ 売ってくれます｡ この場合､

ディジタルコンテンツをキンドルで見ようが､ ウェブで見ようが､

冊子体に戻して見ようが一緒だよという例です｡

先ほどディジタル化というのは､ 中身と入れ物との分離だと言

いました｡ 紙がいいと思う人は､ そこで少し紙代というか印刷代

を出して､ それで物としての本を買えるんです｡ もちろん冊子体

で買うほうが高いかもしれないけれども､ そのほうがよければ､

それに見合うコストをかければいいということになります｡

そんなふうに考えていくと､ 例えば紙という物の場合､ モノそ

のものにコストがかかるだけでなく､ 輸送や倉庫での保管など､

物流にもコストがかかります｡ これに対して､ ディジタルの場合､

輸送コストはかかりません｡ オンデマンドで冊子体を作るコスト

が下がれば､ 必要に応じて､ 必要な場所で､ 利用者のニーズに合

わせて利用のための形を決めることができます｡ 何が言いたいか

というと､ ディジタル化が進んだことによって､ 我々のふだんの

表現媒体というのはディジタルな環境の上に乗っかっていると思

います｡ 加えて､ それを運ぶのもディジタルに運んでいます｡ 読

むときには､ あるいは使うときには､ いろいろなメディアを使い

ます｡ それをうまく組み合わすことができれば､ 我々にとっては

使いやすい環境にもできるんだろうと思います｡

2010/03
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ディジタルアーカイブ (Digital Archive)

ディジタルアーカイブという言葉についてです｡ アーカイブと

いう言葉､ 公文書館ですとアーカイブなのかアーカイブズなのか

によって､ ざっと区別しないといけないのですが､ ここではあま

りきちんと区別せずにディジタルアーカイブと単数形で呼んでい

ます｡ ディジタルアーカイブと言う言葉はファジーな言葉で､ 結

構実際に使うときというのはいろんな意味で使っています｡ 基本

的には､ 自分自身は､ いろんなディジタルコンテンツを蓄積して

長期にわたって提供していくサービスの意味で使っています｡ ディ

ジタルライブラリというのもそうですし､ あるいはディジタルキュ

レーション (Digital Curation) という言葉で呼んでいたりもし

ます｡ とにかく長期にわたるサービスを前提とするというところ

が大事なところだと思います｡

なぜディジタルアーカイブを必要とするのかについてです｡ 文

書や記録を将来に残すために､ 文書というものは昔からつくられ

てきました｡ ディジタルアーカイブでは､ 紙あるいは物としてつ

くられてきたものをディジタル化して､ そして将来に残していく

ということもあれば､ 現在ディジタル形式でつくられるものをディ

ジタルのまま将来に残していくということになると思います｡ そ

うした文書を集め､ 保存､ 提供するという役割を持つというのが

ディジタルアーカイブです｡ 我々の情報環境が変わってきていま

すので､ 我々の情報環境の中ではごく基本的な機能であると思い

ます｡ 情報環境や出版のスタイルの変化の中で､ 重要さ増してい

ると思います｡ その一方で､ 長期保存というのが非常にチャレン

ジングな課題です｡

ディジタルアーカイブの基本的視点

メディアのタイプは基本的な視点のひとつです｡ メディアのタ

イプとしては､ パッケージ情報資源とか､ あるいはネットワーク

情報資源とかあります｡ ファイルフォーマットについても考えな

ければいけません｡

ファイルフォーマットというのは､ 例えばこれはマイクロソフ

トのWord ですとか､ あるいは Excel とか､ あるいはそれ以外

のいろんなもの､ たとえばHTMLのファイルとか､ そうしたも

のですね｡ その作成プロセス､ すなわち物理的な資料からの電子

化､ ディジタイゼーション (Digitization) ディジタリゼーショ

ン (Digitalization)､ あるいはディジタイズド (Digitized)､ あ

るいはディジタライズド (Digitalized) という言い方をします｡

最近聞いた言葉ですが､ 最初からディジタル形式で作られたもの
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・ディジタルアーカイブ (Digital
Archive) とは？
－ファジーな用語
・図書館､ 文書館､ 博物館や美術
館のコミュニティで用いられて
いる

・多種多様な情報資源､ サービス
がある

－ディジタル形式の情報資源を集め､
蓄積・提供するサービスないし機
能
・cf. Digital Libraries, Digital
Curation

－一般にはそれなりに大規模な電子
的情報資源のコレクションであり､
主として歴史的､ 文化的コンテン
ツを扱っている

－長期にわたるサービスを前提とす
る

・なぜディジタルアーカイブを必要と
するのか?
｢文書や記録を将来に残すため｣

・文書や記録を集め､ 保存し､ 提供す
る役割を持つ文書記録管理組織にとっ
て､ ディジタルアーカイブは重要な
機能である

・私たちの情報環境､ 出版技術や出版
スタイルの急速かつ根本的な変化に
よって重要さが増している

・ディジタル情報資源の長期保存は与
えられた大きな課題

ディジタルアーカイブ－基本的視点
・メディアのタイプ
－パッケージ情報資源vs.ネットワー
ク情報資源

－ファイルフォーマット

・作成プロセス
－物理的な資料からの電子化 (Digi-
tization, Turned Digital)

－もともとディジタル形式で作られ
たもの (Born Digital)
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であることを意味する Born Digital (ボーンディジタル) に対

して､ディジタル化して作ったものを意味するのにTurned Digital

(ターンドディジタル) という言い方があります｡ ここではその

言葉を利用しています｡

ディジタル生まれという意味であるボーンディジタルの文書の

ほうは､ ある意味で我々ふだんつくっている生のデータ､ あるい

は生の文書を意味します｡ 保存という観点からすると､ ボーンディ

ジタルというのは､ つくったときに使ったツールに依存しますの

で､ そのツールそのものが本当に長く残っていくかどうかという

不安があります｡ 一方､ ターンドディジタルのほうは､ まあもと

もと長期にわたって保存するのであるという､ その意図があれば､

広く使われている標準を用いてディジタル化することによって､

この問題を超えられるという強みがあります｡

こうした点は､ ごく一般的なことであると思いますが､ ただ､

自分自身は､ 余り違いはないかなと思っています｡ それは､ ター

ンドディジタル資料の場合でも､ 例えば JPEG2000や TIFF 形式

のように非常に広く使われているフォーマットで作って､ それを

そのままで持っていればいいんですが､ でも実際にはその上にい

ろんな加工が施されていたりします｡

加えて､ JPEG2000にしても､ あるいは TIFF にしろ､ 例えば

本を１冊､ あるいは何ページもあるものをディジタル化する場合

があります｡ その場合､ どのファイルが１ページ目､ ２ページ目､

３ページ目ですといった付加的な情報を必ずつけないといけない

です｡ ですから､ ファイルのフォーマットだけが安定しています

と言っていればよいかというと､ やはり少し不足しています｡ ファ

イルに加えて､ ファイルを使えるようにしている情報をきちんと

保存していかないと､ 現実には使えなくなってしまいます｡

そういう意味では､ 例えば PDF のファイルになっていると､

何ページのものであろうが､ それは１つの PDF ファイル､ いわ

ば PDF でつくられた本という単位で扱えますし､ コンテンツも

含めていろいろな情報も含めて生かすことができます｡ そうする

と PDF､ あるいはアーカイブ向けの PDFである PDF/Aのよう

に比較的安定している形式を選んでおけば､ 生のデータと自前で

つくった､ 自分ところでしか通じないようなメタデータだけで持っ

ているよりは安全であろうかと思います｡

ボーンディジタルというのは､ 基本的にいろんな問題を含んで

います｡ でも､ そうかといって､ ボーンディジタルのままだと危

ないから､ いったんプリントアウトして､ それをもう１回ディジ

タル化しようかといっても､ なかなかそうは単純にはいかないと

2010/03
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思います｡

ネットワーク情報資源の収集の問題ですね｡ これについては､

提供者とアーカイブ間の合意の上に行うものもあれば､ あるいは

収集ロボットを用いた自動収集によるものもあります｡ これは､

下の場合ですと､ 必ずしもいわゆるウェブ上でのアーカイブだけ

とは限らないのですが､ 実際に文書を移管してもらうと､ 電子的

なものを､ 例えばハードディスクに入れて､ それを実際に物とし

て持っていく場合もあります｡ それはそれなりに大変ですしコス

トもかかります｡

では､ ネットワークで送ればいいなとなりますが､ ネットワー

ク上をどうやって安全に送っていくかが問題になります｡ 基本的

に文書を提供する側と､ それからアーカイブする側との間での合

意の上で仕事を進めなければなりません｡ その一方で､ 例えばウェ

ブ上ではよく行われる､ 収集ロボットが勝手にウェブ上のコンテ

ンツを収集してくるというものがあります｡ これは別にウェブの

上だけに限らず､ ネットワーク上でつながっている環境であれば

同じことができます｡

収集側と提供側の間で､ 何かの約束を決めておいて､ この約束

を守ってコンテンツを持っていってくださいねというようにする

と､ ある程度のコントロールは可能です｡ ただ､ どういうものが

持っていかれるかということを十分にコントロールしておかない

と､ 余計なものまで持っていってしまわれるという危険は常にあ

ります｡ ですから､ 収集というのも､ 提供側と収集側でうまく協

働する､ コラボレートすることを考えることが求められます｡

次に､ 行政機関にかかわるディジタルアーカイブという話です｡

電子的に文書と記録を集め､ 保存することについてです｡ 記録の

電子的な提供､ すなわち基本的には､ インターネットを利用した

リソースの提供です｡ ｢いつでも､ どこでも､ 誰にでも｣ がディ

ジタルアーカイブの特色です｡ こうした面を生かしていきたと思

いますし､ また､ 文化遺産としての歴史文書のアーカイブにもなっ

ています｡

例えば､ アジア歴史資料センターのアーカイブがあります｡ 明

治維新から太平洋戦争終了の1945年までの間の外交文書､ それか

ら軍の文書と内閣の文書のとても大きなデータベースです｡ たし

か現時点で1,900万イメージ超であったと思います｡ 本当に世界

最大級ですね｡ 使われる機会も多く､ 我が国として本当に誇れる

ものだと思います｡

ちなみに､ 私自身は歴史の研究者ではないので､ こんなおもし

ろい内容があるよといって紹介する程度の非常に軽いユーザーで
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・ネットワーク情報資源の収集
－提供者とアーカイブ間の合意の上
に行うもの
・組織内でのアーカイブ

－収集ロボットを用いた自動収集に
よるもの
・Web アーカイブ

・行政機関にかかわるディジタルアー
カイブ
－ディジタル形式での記録の保
存－Digital Archive and Record
Keeping
・電子的に作られ､ 利用された文
書と記録を集め､ 保存する

－記録の電子的提供
・インターネットを利用したリソー
スの提供-いつでも､ どこから
でも､ 誰にでも

－歴史文書のミュージアムとしての
アーカイブ
・インターネットを利用して歴史
文書を展示する

・学術および教育コミュニティに､
高品質なリソースを提供する
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す｡ よく例として見せるのは､ 西郷隆盛の辞表です｡ 明治維新の

後に西南戦争があって､ そのときに西郷隆盛が下野したという話

は､ 多くの学生が知っています｡ でも､ 下野したことがこの辞表

でわかるという文書の現物は見たことがないので､ 新鮮さを感じ

るようです｡ もちろんこれは写真ですが､ 現物の文書がそこにあ

るのであるということが良くわかります｡ 内容が編集されて教科

書に載っているというものではなく､ 自分で探し自分の目で見る

ことができるということは教材としてとても強力であると思いま

す｡

アジア歴史資料センターの場合､ 1,900万イメージの中でよい

ものを探していくというのは教師の役割であろうとは思います｡

その一方､ 教師がどこでも､ いつでも使える素材を提供してくれ

るという点が､ 非常に強力なサービスである思います｡

アジア歴史資料センターにいらっしゃった牟田さんの大きな努

力で出来上がったものと思います｡ 私自身､ 牟田さんからはいろ

いろ教えていただきました｡ 生の歴史文書の持っている強力さと

いうのは､ ある種､ ネットワーク経由で伝えることができるもの

であると思いますし､ 国として大事な歴史遺産として維持してい

かねばならないものであると思います｡

以前､ 牟田さんから教えてもらったことな

のですが､ 有名な軍事史家から一般の人まで

多くの人が知っている資料に､ 戦艦大和の最

後の記録があります｡ 撃沈されるまでの記録

文書をディジタル化したものがあります｡ ディ

ジタル化されたものではあっても､ 教科書に

転記されたもののように２次的なデータとし

て編集されているものに比べて､ 本物の強み

を持っていると思います｡ 歴史を直接伝える

とでもいうのでしょうか｡ 何かそういう意味

での強力さというのは絶対ほかには負けない

ものがあるという感じがします｡ 学術､ 教育コミュニティに高品

質なリソースを提供しているというのは､ 本当にそのとおりであ

ると感じています｡

アーカイブのモデル－一般化した視点

さて､ 一般化した視点として､ 基本的な点が幾つかあります｡

まず､ 文書のライフサイクルとアーカイブ､ 作成､ 利用､ 保持､

長期保存､ こうしたことを考えます｡ これは例えば文書のアーカ

イブを考える場合､ 保存のところだけを考えているのではなく､
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西郷参議辞表
【レファレンスコード】 A01100036300

軍艦大和戦闘詳報
【レファレンスコード】 C08030566400

一般化した視点
・文書のライフサイクルとアーカイブ
－作成､ 利用､ 保持､ 長期保存
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生まれたところから最後の保存のところまで全部通して見ていか

ないといけないと思います｡

それからアーカイブ機能の部分だけ取り出してみると､ 収集､

保存､ 提供ということになると思います｡ その収集､ 保存､ 提供

の上で必要なメタデータとしては､ 文書の内容の記述､ すなわち

どういうコンテンツであるということの記述をする｡ それから､

どのようにして管理していくかについての記述｡ たとえば､ だれ

が見てもいいのか､ 利用者が見る前には必ずチェックしなければ

いけないといったこと､ どういうファイルフォーマットなのか､

いつつくられたのか､ いつそのファイルの形式変換されたのかと

いった技術的な内容です｡ そうした記述が必要です｡

それから､ アーカイブの方針と戦略､ 保存のためのリソースを

選択して組織化するということの記述｡ アーカイブの方針を立て

ないといけないですし､ その方針に基づいて戦略を練っていかな

ければいけません｡ それから､ 保存のための効率的なリソースの

加工も必要ですし､ それから保存のための､ これが結構面倒くさ

いのですが､ 効率的なメタデータの作成というのもあります｡

ディジタルアーカイブを前提に､ 実際に保存しアーカイブする

ということを考えると､ 紙のものであればそれをディジタル化す

るときには､ それ以前に､ 何を保存するのかという選択があるで

しょう｡ さらに､ 資料が持つどのような機能を保存すべきかも考

えなければなりません｡ 紙の資料を電子化すると､ ぱらぱらめく

ることができるといった使い勝手の良さが失われることになりま

す｡ 紙の資料が持つ機能を失っても､ 電子化することが良いのか､

電子化する際にテキスト検索のような新しい機能を付加するべき

なのか､ といったことを考えなければなりません｡

次に､ 電子的につくられたものをアーカイブする場合､ 例えば

動画が入っていたけれども､ この動画というのはどうも残すのは

難しそうだ､ では動画はやめてしまおうとか､

あるいは静止画､ スナップショットでとってお

けばよいといった判断を必要とします｡ 同じよ

うに､ ハイパーリンクの保存は難しいのでリン

クの保存は考えないとか､ あるいはそのハイパー

リンクに関する情報だけは残しておくけれども､

リンクそのものを保存しないといったことを決

め､ その決定に従って加工していかないといけ

ません｡

これは､ 一般化した視点を図であらわしただ

けです｡ 左側に入ってきて､ 最初は収集です｡
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・アーカイブの機能
－収集､ 保存､ 提供
－メタデータ：記述､ 管理､ 技術的

・アーカイブ方針と戦略
－保存のためのリソース選択と組織
化
・どんな実体を保存すべきか？
・どのような機能を保存すべきか？

－保存のための効率的なリソースの
加工

－保存のための効率的なメタデータ
作成
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ボーンディジタルなものをそのままの形で残しておくこともあれ

ば､ 保存に都合のいい形､ 例えばワードの文書ですね､ PDF/A

の形に変換するといった場合もあります｡ また､ この時点で権利

管理のためにいろいろな情報を取り出しておかないといけない場

合もあると考えています｡

そして保存､ それから配信ですね｡ 配信の際には検索､ あるい

はアクセス制御等も行いますが､ まず保存のところですね｡ 技術

はどんどん変わっていきますので､ 新しい技術環境の中に移植し

ていくというか､ 移住させていくという方法があります｡ これを

マイグレーションと言います｡ それから､ 新しい環境の中で古い

環境と同じ環境をつくり上げる方法があります｡ これをエミュレー

ションと言います｡ こうしたものが代表的な保存方法として考え

られてきています｡

いずれにせよ､ ここのところで大事なことというのは､ いろい

ろなフォーマットでつくられているリソースが作られているとい

うことと､ それをとにかく長生きさせていかないといけないとい

うことです｡ 現在､ 既にビットデータとして､ あるいは非常に限

られた種類のファイルフォーマットのファイルであれば､ 長期の

保存を保証しますというアーカイブサービス､ あるいは保存サー

ビスをしているところがあります｡ ただ､ 基本的にビットデータ

の保存であれば､ それ自身はそんなに難しくないと思います｡

だけど､ 現実にはいろんな種類のソフトやツールを使っていま

すので､ そのソフトやツールを使ってつくられたファイルをもと

のまま､ 例えば30年後まで残しておくということ､ それ自身はや

はり難しいです｡ ですから､ どんどん新しい環境に引っ越してい

かないといけない｡ あるいは､ 古い環境をまた新しい環境の上に

実現していくということをしていかないといけないと思います｡

自分自身は､ 基本的には100％そのままの形ですべての電子的

な文書が持っている機能を残していくというのは､ やはり難しい

だろうなと思います｡ ですから､ そういう意味では残す部分､ す

なわち ｢これだけの機能が残ればいいよ｣ ということを決めなけ

ればならないと思います｡ 例えばテキストというのは､ 普通の

Wordの文書の中身はテキスト検索できますね｡ これは､ ある種､

電子文書として大事な機能です｡ ところが､ 例えば ｢人間が読め

ればいいよ｣ ということが保存条件であれば､ Word の文書その

ままで保存することをあきらめて､ ページイメージデータにして

しまうという方法も可能性としてはあります｡

ただ､ そうしてしまうと検索性が全くなくなるので､ 現実問題

として使い物にならないと考えるのであれば､ 例えばＰＤＦのアー
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カイブフォーマット､ PDF/A を選べばよいわけです｡ これは国

際標準規格でもあり､ 長きに渡って安定するでしょうから､ 保存

の目的に合わせて適切な形式を選ぶほうがいい｡ ですから､ 保存

のための完璧な方法を作っていくというよりは､ 保存のためのガ

イドラインを作っていくことのほうが大事だろうなと思っていま

す｡

図の Trusted と書いた部分というのは､ 信頼できるものでな

いといけないという意味です｡ さっき言った保存のサービスをし

ているというところは､ この部分のサービスをします｡ アーカイ

ブを全体で考えると､ 収集から保存､ 配信まで全部なのですが､

データだけを預かって保存しますという巨大な安定したデータセ

ンター的サービスもあります｡ 高い信頼性を保ってディジタルデー

タを保存することに非常に大きなコストがかかるということであ

れば､ いろいろな組織が保存機能を共有して持つことは当然のこ

とであると思います｡ 当然共有するほうが､ コストパフォーマン

スはよくなると思います｡

アーカイブのモデル－収集フェーズでの課題

課題として､ 収集と保存の基準をつくること､ あるいはリソー

スの組織化の方針ですとか､ あるいは保存のためのフォーマッティ

ング､ あるいは再フォーマッティングですね､ そうしたものを考

えなければいけないとかといったことが課題になります｡ スライ

ドの一番下に出てくるメタデータというのは大事な要素です｡ た

だ､ 人手でメタデータを書くと非常にコストがかかるので､ でき

るだけ機械的につくることですとか､ もともとつくられていたメ

タデータを取り込むというようなことをしないといけないです｡

アーカイブというのは文書のライフサイクル全体で考えないと

いけないです｡ 文書は､ 最初つくられたところできちんとその文

書に関する情報をつくっておいてもらえば､ 後でその情報をコピー

して使えるケースは多いはずなんです｡ ただ､ もとのところでちゃ

んとつくってくれていないと､ 保存をする人がもう１回つくり直

さないといけないことになりますから､ それはやはり無駄という

ことになります｡

アーカイブのモデル－保存フェーズでの課題

保存についての課題ですね｡ とにかく信頼できるアーカイブの

維持コストが課題かなと思います｡ 特に小さい組織にとっては､

そのコストに耐え得るかどうか｡
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課題
・収集と保持の基準
・リソース組織化の方針
・保存のためのリソースの再フォーマッ
ト－安定したフォーマット､ 文書と
記録の一貫性管理

・権利管理－著作権､ 個人情報等
・リソースの内容記述と保存のための
記述にかかわるメタデータ

保存フェーズでの課題
・信頼できるアーカイブの維持コスト｡
ことに小さい組織にとって
－組織の改変に対処しなければなら
ない
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アーカイブのモデル－提供フェーズでの課題

次にリソースの提供｡ リソースの検索とアクセスを提供します｡

このときに､ 一般的なことですけれども､ メタデータによる検索､

テキストの検索､ イメージ検索､ いろんな検索機能をつくってい

かないといけないでしょうし､ 加えて､ 障害を持つ利用者のため

のアクセシビリティーに関する課題を考えておかないといけない

です｡ 例えば､ 視覚に障害を持つ利用者､ あるいは手が動かせな

い利用者､ そこにはいろんな利用者があります｡ これも情報シス

テムというか､ 情報を提供するシステムでごく一般的な形です｡

それから､ プライバシーの問題などでアクセス権限の管理をす

ることも当然必要です｡ それから､ また原本性の保証といった課

題もあります｡ 原本性の保障のために認証システムを利用すると

いう話題が良く出ます｡ ただ､ 私自身にはちょっとよくわからん

部分もあるんです｡ それは､ 常にこういう配信サービスが24時間

365日提供されていて､ 加えて､ 保存サービスが本当に信じられ

るものであるならば､ いつでも利用者は適切なコピーがもらえる

ことになります｡ すると､ 常にダウンロードしてきたコピーは信

じることのできるオリジナルのコピーですね｡ それと自分が持っ

ているもの間の比較というのはいつでもできることになります｡

そうすると､ 難しい認証システムが本当に要るのかなと疑問に思

うんです｡

余り難しく考えなくても､ 信頼できる保存システムがあれば原

本性というのは常に保証されているのではないかなと思ったりす

るんですが､ ここのところはよくわかりません｡ でも､ いずれに

せよ公文書を提供するわけですので､ オリジナルの公文書ですよ

ということを何らかの形で保証しないといけないと思います｡ そ

れは､ 研究されるべきテーマです｡ ただ､ その時点で生きている

公文書とは呼べないですので､ 例えばいわゆる文書の認証システ

ムのようなものを使わないといけないかどうかについてはよくわ

かりません｡

安定したフォーマットでの保存について､ 先ほど､ 例えば

Word ファイルをイメージデータに変えても良いのではといった

ことを言いました｡ 電子文書に限らず､ 文書は何らかの機能を持っ

ていますが､ その機能を落としながらでも安定したフォーマット

に変換して保存することを考える必要があります｡

この文書機能を落とすことについて､ 電子文書にある意味で話

を特化していますが､ 随分前に､ ミシガン大学のマーガレット・

ヘッドストロムさんから聞いた話でもあります｡ 彼女は90年代､

最初にディジタルアーカイブが出てきたころから保存のことをちゃ
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提供フェーズでの課題
・検索とアクセスの機能
－メタデータによる検索､ テキスト
検索､ イメージ検索など

－障害を持つ利用者のためのAcces
sibility に関する課題

・アクセス権限の管理
－利用者による管理､ 利用場所によ
る管理など

・原本性の保証
・複製の製作

収集フェーズでの課題
・安定したフォーマットでの保存
－安定性と引き換えに文書が持つ何
らかの機能を失うことになる｡

－文書の一部の機能を犠牲にするこ
とに関する了解と合意の必要性
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んと考えなければならないと主張してきた方です｡ もともとアー

キビストですけれども､ 彼女から､ 電子保存するときには､ ある

程度その機能を限定するようなことを考えないといけないけれど

も､ それは電子保存に限った問題ではなくて､ もともと紙のもの

をマイクロフィルムにしていたときにだって､ 冊子体の使いやす

さという機能を失う代わりに､ コンパクトで安定した保存を行う

ことを選んできたのであるということ聞いたことがあります｡

冊子体を置いておくことにもいろいろな問題があります｡ たと

えば､ 場所の問題､ 劣化の問題などです｡ 本当は紙で残したいの

だけれど､ 中身をみるのにはマイクロフィルムで代替できるから

マイクロフィルム化して残している､ といったところであると思

います｡ これまでもいろいろな制約条件の下で現物を廃棄して中

身を残すということをしてきたわけです｡ ですので､ ディジタル

になっても同じことなんだということをヘッドストロム先生から

聞き､ 当たり前ではあるのですが､ なるほどなぁと感じたことを

よく覚えています｡ そうすると､ 残すべき中身とは何なのかとい

うことがきちっと決まっていればいいし､ それを決めることとい

うのが､ その保存の中心課題になるということになるのかなと考

えています｡

場合によると､ やはりオリジナルをそのまま残さないといけな

いものも当然あると思います｡ ですから､ それはケース・バイ・

ケースであって､ それぞれのケースについて判断しやすくするた

めのガイドラインを作っていかねばならないのだろうと思います｡

次に､ 何を保存するのかの話題です｡ これは､ 今言ったような

ことですね｡ 一番下にこういうふうに書いていますが､ これはボー

ンディジタルなものは特にあてはまるのですけれども､ 保存のた

めの変換によって何らかの機能を失うことになります｡ だから､

どこまで何を残さなければならないかということです｡

ルック・アンド・フィールというのは､ 要は使い勝手ですね､

見ばえとか手ざわり､ そうしたものまで残さないといけないとな

ると､ それはもうマシンそのものから残していかないといけない

です｡ 例えば､ 今使っているWii のソフトの保存を考えてみま

しょう｡ 30年後にWii がそのまま残っているかは不明ですが､

その一方､ Wii リモコンによる使い勝手を含めて残さないといけ

ないということになると､ そのマシンそのものを残さないといけ

ないことになります｡ でも､ マシンそのものが残せるかどうかわ

からないですね｡ それから､ 私の子供から聞いたのですが､ 前に

持っていたゲームキューブのソフトがWii にも使えるようになっ

ています｡ 使い勝手は異なりますが､ 息子は何も不満に思ってい
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・｢そのまま｣ 保存
－オリジナル版をそのまま残す
－再現性を失う危険性

何を保存するのか？
・一般に､ たとえ ｢望ましい｣ とは言っ
ても､ 原フォーマットのままディジ
タルリソースを保存するにはコスト
が高くつく

・これに対するひとつの解決策は､ 原
フォーマットに比べて安定していて
保存しやすいフォーマットに変換し
て保存することである｡ たとえば､
ページイメージや PDF のような印
刷用フォーマットのファイル｡

・変換によって何らかの機能を失うこ
とになる｡ たとえば､ ハイパーリン
クやテキスト検索の機能､ そして
look-and-feel は失いがちである｡
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ないようです｡ このように 使い勝手が変わっても､ 要は満足で

きるのであれば､ それはそれで保存できていることになっていま

す｡

2. メタデータ

ではメタデータです｡ メタデータとは何か｡ 多分､ メタデータ

という言葉は今までどこかで聞かれたことはあると思います｡ 私

自身､ メタデータという言葉については､ 95､ 6 年頃に聞いたと

きは､ あれっという感じがしたんです｡ それは､ それ以前から知っ

ていたコンピューター関連の知識としてのメタデータとは少し違っ

たからでした｡

それではじめはよくわからなかったんです｡ メタデータという

のは､ データに関する､ 何らかの情報資源に関するデータ､ ある

いは書いたものです｡ 私は､ メタデータの説明のときに､ いつも

こういうペットボトルを持ってきます｡ それで何をするかという

と､ ボトルについているラベルをはがします｡ さっきまではお茶

のボトルでしたよね｡ こうなったときにこのボトルは何でしょう

か｡ さっきの状況を見ずに､ これをどうぞといってわたされても､

中身が何であるかわからなければ気持ちが悪いですね｡ まず飲め

ないです｡ 相手が信じられる相手だったらば飲んでもいいかなと

思うかもしれないですけれども｡ では､ ペットボトルが自動販売

機から出てきてなぜ飲めるのか｡ ラベルにいろいろな情報が書い

てあるからです｡ この情報を頼りにしています｡ では､ このペッ

トボトルをウェブページだとか､ あるいはウェブ上に置いてある

文書ファイルと思ってください｡ これをどんと渡されて､ これに

関する目録をつくってくださいと言われたとします｡ すると､ 中

身がわからないなりに書くしかありません｡ 言ってみれば､ 中身

を飲んでみるしかないわけです｡

もちろんこれをつくっている人とか､ つくっていたところを知っ

ているような人､ あるいはどうやって入手してきたかということ

を知っている人であれば､ これに関する情報を書けます｡ しかし､

そうでなければ､ すべて自分で中身を確かめて書かなければいけ

ないことになります｡ 先ほど文書の保存ということを話した際に､

アーカイブでは､ 文書のライフサイクル全体で考えないといけな

いですよと言いました｡ 保存をする場に文書を持ってくるのに､

裸のペットボトルのような形で持ってくることはよくありません｡

メタデータを考えるときに､ ペットボトルの例をよく使います｡

実際にこの場合､ 中身はこのボトルの中に入っている液体です｡

液体ですから､ いかようにも形は変わります｡ そういう意味では､
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メタデータ
・データに関する (構造化された) デー
タ
(Structured) Data about Data

・記述対象に関する ｢何か｣ を書いた
もの

メタデータの課題
・メタデータはディジタルリソースの
アーカイブにとっての重要な要素

・メタデータにかかわるコストの削減
－人手による記述を前提とする内容
記述のメタデータは､ 文書のライ
フサイクルの前の段階で書いてほ
しい

－技術的､ 構造的メタデータの自動
抽出

－メタデータ作成と管理のためのソ
フトウェアツールの必要性
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ディジタルコンテンツと本当に似たようなものなんです｡ 蛇口か

ら液体が出てくるのと同じように､ ネット経由でコンテンツがやっ

てくると考えれば良いのです｡ すると､ それに対して､ どういう

内容のものであるか､ どういうつくり方をされているのか､ どう

いう性質なのかということもやはりきちっと書いておかないとい

けないし､ それを保存する側､ あるいは受け取る側の立場からす

ると､ つくったところで書いておいてもらえると本当に助かると

いうことが理解できます｡

それで､ メタデータに関してなんですけれども､ メタデータは

｢データに関するデータ｣ と言うだけで終わりになってしまいま

す｡ けれども､ ネット上で､ 我々が何かを探して､ そこにアクセ

スして､ サービス受けながら評価します｡ 例えば､ 自分でどこか

に旅行に行くときのことを考えてみるとします｡ 以前だと､ とに

かく旅行屋さんの案内を見て､ いろんな情報を得ましたし､ それ

から店頭でいろんなことを教えてもらったと思います｡ だけど､

今結構ネットで旅行の情報を仕入れて予約もしてしまいますね｡

どの宿がいいかを調べるのにレビューを見たりとか､ それからど

こが安いとか､ 例えば価格を比較したりとか､ いろんなことを自

分でやっています｡ 予約をする､ あるいは航空券を買うというふ

うにいろいろなことをします｡ クレジットカード情報も渡してし

まうわけですね｡ ですから､ 相手がどういうものであるかという

ことをきちんと信頼できないと､ そこまではできないはずです｡

では､ そういうとにかくいろいろなことを､ ネット上でしてい

るんです｡ けれども､ 決して今目の前にいる人に頼むのではなく

て､ ネット上のどこかにつながっているサービスに対して頼んで

いることになります｡ アクセスしているサイトが東京にあるのか､

あるいは香港にあるのかわからないです｡ そうした環境で､ 我々

は何の気なしにサービスを利用しているんです｡

では､ そこで何を信じてサービスを使っているかというと､ そ

こで提供される情報が要は信じ得ると考えているわけです｡ です

から､ そういう意味でも､ いろんな作業をする際に､ そのサイト

であったり､ あるいはそこでいうサービスであったり､ それに関

するいろんな情報を使って､ すなわちメタデータですね､ それを

使って我々はネットを使っていると思います｡

メタデータ－どのようなものがあるか

ネットワークの世界でメタデータの話というのは､ 探すだけだっ

たらグーグルでもいいかもしれないのですが､ そこから先のこと

になると､ いわゆるちゃんとしたメタデータがないとやっていけ
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・目録や索引なしに図書館や公文書館
のサービスは考えられない｡ 目録や
索引は典型的なメタデータ

・ネットワーク時代におけるメタデー
タの役割
－探す､ 選ぶ､ アクセスする､ 利用
する､ 管理する､ 保存する､ その
ほか

－これをネットワーク越しに行うと
すれば､ メタデータの重要性が直
感的に理解できる

どのようなものがあるか
・目録､ 索引､ 抄録
－資源を探すことを目的に､ 資源の
内容を抽出して記述する

－どのようなものがあるか､ どのよ
うに利用するか？
・OPAC､ テレビ番組､ オンライ
ンショッピング

・辞書､ 事典､ シソーラス
－ことば・概念について書いたもの

・識別子
－資源につけられた ｢名前｣
－｢何か｣ を識別し､ 指示するもの｡

・権利 (権利管理)
－資源に関連するいろいろな権利・
権限

－使う権利､ 見る権利､ 改変する権
利､ etc.
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ない｡ では､ メタデータにはどんなものがあるかというと､ 目録

とか索引､ 辞書とか事典とか識別子､ こういうのはごく一般的な

もので､ 権利管理､ あるいは利用者対象について書いたものがあ

ります｡

あるリソースを利用者に提供するときに､ 例えば視覚に障害が

ある利用者もいますので､ 提供の仕方を変えないといけないです｡

そのため､ 利用者の特性に関する情報と､ その提供する内容に関

する情報､ あるいは提供に使う道具に関する情報､ それをマッチ

ングしたりしないといけないです｡ だから､ いろんな情報を我々

は使わないといけないです｡ それで､ 利用方法､ 利用環境､ イベ

ント､ その他､ とにかくいろんなものがあります｡

いろんなものがありますので､ そのメタデータの国際標準､ 標

準規格というのは､ これまたいっぱいあります｡ ダブリンコア｡

MARC は図書館資料対象ですし､ ダブリンコアはインターネッ

ト全般です｡ それからディジタルアーカイブのコンテンツ関連で

は､ PREMIS､ EAD､ METS､ 公文書館の関係ですと ISAD (G)

といったものがあります｡ それから保存ですと OAIS の参照モ

デルです｡ それから教育・学習資料に使う LOMですとか､ 政府

情報ですとGILS ､ ネットワーク指向になっているオーストラリ

アの AGLS､ こうしたものがあります｡ ビデオですとMPEG 7

というものがあります｡ このように､ とにかくいっぱいあります｡

それで幾つかとにかく名前だけでも出してみました｡

MODS

MODS､ これはメタデータ・オブジェクト・ディスクリプショ

ン・スキーマです｡ 広く利用されているMARCというのは非常

にたくさんの記述項目を持っている標準規格です｡

巨大な規格というのは､ 限定されたコミュニティの中で限定さ

れた資料を扱う上では都合がいいですけれども､ ネット上のよう

にいろんな種類のものを扱わないといけないときに､ 余り厳密に

がちがちに決めても､ なかなか例外的なもの､ 多種多様なものは

扱いにくくなってしまう｡ そうすると､ かえってシンプルにする

ほうがいいよということになってきます｡ MODSはこのMARC

をベースにしてかなりシンプルにしています｡ あとは､ ネット上

での流通を考えますので､ XMLを必ず考えます｡

AGLS

これも90年代からやっているものです｡ オーストラリア政府が

ネット上での情報アクセスのためにつくっているもので､ 文書と
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・利用者 (利用者対象)
－大人､ 子供､ 何らかの障害を持つ
利用者

・視覚､ 言語 (ことばのわかりやすさ
も)
－Rating
・18歳以上､ 15歳以下は親 (大人)
と一緒に見ること､ etc.

・性的､ 暴力的内容
・利用方法
－資源の使い方
・使い方､ 適用年齢､ 関連資料
・資料の見方 (読み方､ 利用方法)
の説明

・利用環境
－資源を利用するために必要な環境
－資源

・イベント
－何らかのできごとに関する記述
・出版したこと､ 翻訳したこと､

etc.
－｢もの｣ というよりは､ ｢こと｣ に
関する記述

・その他

・ディジタルリソースのアーカイブで
用いられるメタデータの国際標準
－ISAD(G)､ EAD､ METS､ OAIS､
PREMIS､…

MODS：Metadata Object Description
Schema
・MARC21から選び出したエレメン
トによるメタデータの記述
－簡略化
－MARCXML：MARC 21の XML
記述

・XMLによる記述

AGLS
・オーストラリアの政府行政情報のた
めのメタデータ

・GILS：Government/Global Infor-
mation Locator Service
－行政情報のためのメタデータ

・AGLS は Dublin Core を基礎
－拡張

・オーストラリア NAA：National
Archives of Australia

・USA：NARA National Archives
and Records Administration
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かサービスを提供するときに､ そうしたリソースに関する内容を

記述するためのものです｡ そして､ その内容の記述を使ってウェ

ブ上でリソースを探すためにつくられているものです｡

メタデータの基本モデル例－OAIS

それからOAIS､ オープン・アーカイバル・インフォメーショ

ン・システムです｡ これ自体は､ 保存システムの参照モデルです｡

ここでは､ 余りその中身を詳しくは説明していなくて､ ごく簡単

に書いてあります｡ プリザベーションプランニングだとかアドミ

ニステーションというのは､ 方針決めとか全体の管理に関する､

どちらかというと人的な要素です｡ 要するに､ このモデルは人と

機械を含む全体のシステムになっていますので｡ 一方､ 真ん中に

ある要素は機械的な部分です｡ アーカイバルストレージというの

は､ いわゆるデータベース本体ですね｡ それからデータマネジメ

ントというのは､ その内容を管理するものになります｡ それの左

右にインジェスト､ いわゆるリソースの取り込みと､ それから利

用者 (コンシューマ) 側からのアクセスを受け付ける要素があり

ます｡

このモデル自体は､ ただそれだけの話です｡

ここに小さく DIP とか､ 真ん中に AIP､ ある

いは左側に SIP というのがあります (これは

インフォメーションパッケージで IP と呼びま

す)｡ サブミッション・インフォメーションパッ

ケージ (SIP)､ それからアーカイバル・イン

フォメーションパッケージ (AIP)､ それから

ディセミネーション・インフォメーションパッ

ケージ (DIP) という名前です｡

インフォメーションパッケージというのは何

かというと､ パッケージですので､ 簡単には段

ボール箱だと思っていただければいいんです｡ それで､ その段ボー

ル箱を要はどこかに､ 倉庫に入れておくわけです｡､ 箱に物を詰

めて入れておくことになります｡ その箱の中に入っているものは

というと､ 左側がいわゆるコンテンツなんですね｡ それで右側は､

そのコンテンツについて､ 今まで保存してきたいろんな来歴に関

する情報ですとか､ あるいは途中で行った加工に関する情報です

とか､ そのコンテンツを保存していく上で必要な情報を､ このパッ

ケージの中に､ すなわち段ボール箱の中に一緒に入れておくんで

す｡

それで､ ふたをしてしまうわけですけれども､ ふたをして外側
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OAIS
・OAIS：Open Archival Information
System

・OAIS の参照モデル
－アーカイブシステムの要素
－情報オブジェクトの構造
・ビットデータ＋再生のための情
報

－情報パッケージ
・情報オブジェクトを入れるいれ
もの

・情報オブジェクトに関する保存
情報
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に何も書いておかないと､ その箱そのものをあけないと中身がわ

かりません｡ ですから､ それでは困るというので､ そのパッケー

ジに関する記述､ 中にこんなものが入っているというのをぺたっ

と張っておくわけです｡ これがこのインフォメーションパッケー

ジのイメージです｡

インフォメーションパッケージの中身ですけれども､ コンテン

トインフォメーションというのが､ 実はもともとビットデータで

す｡ データオブジェクトというのはビットデータ､ ビットの並び

ですけれども､ それだけだとやはりコンピューター上で利用でき

ませんので､ ある種コンテンツを使うための情報を足しておかな

いといけないです｡ 例えばWindows なんかでも､ ファイルの拡

張子を持っていて､ それを使ってファイルの種類を解釈し､ 適切

なソフトウェア起動し､ 中身を再生します｡

このようにコンテンツを使うための情報を足しておかないとい

けないです｡ 例えば､ これはWord の文書だよとか､ 使うのに

はどういうツールが必要だよとかいう情報を含めて､ それで一つ

の使い得る情報オブジェというふうになります｡ ですから､ ビッ

トデータだけが残されていたのでは､ これはもうどうしようもあ

りませんので､ それを使うため､ 再生をするため､ 再現をするた

め､ あるいはそのプレゼンテーション､ すなわち表現をするため

の道具に関する情報をくっつけて､ それを箱の中に入れて､ そし

てさっきの保存システムに格納する､ あるいはそこから取り出す

ことになります｡ こうしたことを国際標準として決めています｡

METS

国際標準としての OAIS モデルをベースにして決められてい

るものの一つがMETS と呼ばれるものです｡ METS は７つセク

ションからなります｡ 結構複雑ですね｡ 実際には機械的につくり

出す部分が多いです｡ 国立公文書館で行われていますディジタル

文書の保存のシステムでもMETS をベースにしたシステムを今

検討されていると思います｡

PREMIS

PREMIS というのがあります｡ これもメタデータの標準です｡

PREMIS は､ アメリカの議会図書館ですとか､ OCLC､ そうし

たところが中心になってディジタルリソースの保存ということの

ためにつくったモデルです｡ 記述項目を決めるデータディクショ

ナリーがつくられています｡

このモデルで､ おもしろいのは､ 図の左側を見ていただくと､
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METS：Metadata Encoding & Trans-
mission Standard
・Digital Library の中の実体に関す
る､ 記述的 (descriptive)､ 管理的
(administrative)､ 構造 (structural)
的なメタデータ

・OAIS (Open Archival Information
System) に対応

PREMIS のモデル
・PREMIS：ディジタルリソースの保
存のためのメタデータ
－http://www.loc.gov/standards/
premis/

・知的実体とディジタルオブジェクト
を分ける
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ディジタルオブジェクトと､ それからインテレクチュアルエンティ

ティーに分けています｡ これは､ ｢同じ文書なんだけども､ ワー

ドでつくられているものとPDFになっているものとありますよ｡

そうすると､ 中身は一緒だけども実体としては複数あるんだよ｣

というケースを表現するためのものです｡ それをこのようにで分

けているんです｡

ディジタルオブジェクトとして､ 例えばこのパワーポイントの

ファイルですけれども､ 皆さんにお配りするのに PDF に変換し

ています｡ ちょっと形式は異なりますが､ 中身は一緒ですよね｡

文書としての機能は異なりますが､ PowerPoint 文書と PDF 文

書が持つ知的内容 (インテレクチュアルエンティティー) は､ こ

こで講演のタイトルを表すようなものですし､ ディジタルオブジェ

クトでは２種類になる｡ さらに､ それに関連する権利ですとか､

あるいはこういう events というのは､ 何から何がつくられたと

いった､ 文書に関連する何らかの事象を表します｡ このように保

存のために､ ここに５つの要素を決めています｡

ダブリンコア

さて､ 最後､ ダブリンコアです｡ ダブリンコアという名前､ 結

構聞かれると思います｡ メタデータという話､ 特にインターネッ

ト上でのメタデータという場合にダブリンコアは結構出てきます｡

全く聞かれなくても､ 別に何の不思議もないんですが､ ただ､ よ

く使われます｡

よく使われている一つの理由についてです｡ もう15年ほど前か

らつくり出してきたものなんですけれども､ シンプルダブリンコ

アという名前で､ 15のエレメントでメタデータを書こうよという

ものが､ 最初有名になりました｡ それで､ この後のスライド､ こ

こに15のエレメントが書いてあります｡ ダブリンコアがよく使わ

れている理由というのは､ こういう基本的なエレメントを決めて

いるところにあります｡

普通､ 目録のためのデータベースをつくると考えると､ どうい

う記述項目を用意するかということの記述項目ごとに､ この項目

は必須ですとか､ この項目は省略しても構いませんと決めますよ

ね｡ さらに､ その記述項目ごとに､ さらにその３項目みたいなこ

とを決めていくことが多いですよね｡ それから､ その実際の項目

の値として書くならこういう形式で書くということを決めます｡

普通はそうした規則をきちんと決めます｡ そうしてきちんと決

めることは､ その目的､ ある一つの応用の中では当然必要なこと

です｡ 一方､ 別の組織との間でデータをやりとりしよう､ いわゆ
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ダブリンコア
・Dublin Core はインターネット上で
もっともよく知られている (使われ
ている) メタデータ

・インターネット上の多種多様な情報
資源の発見のためのメタデータ
－Dublin Core Metadata Element
Set (DCMES)

→ 多様な資源に共通な記述要素
→ 1995年ごろから

・Descriptive Metadata
－情報資源の発見のために有用な属
性の記述

・草の根的参加者による開発
－メーリングリストでの議論とワー
クショップでの合意形成

－Dublin Core Metadata Initiative
(DCMI)
開発と維持管理のための組織

・Simple Dublin Core (15エレメン
ト)
－ISO規格：ISO 15836
－日本の規格：JIS X 0836 ダブリ
ンコアメタデータ基本記述要素集
合
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る相互運用をしようとしたときに､ 同じ規則でもって同じ形式の

データを扱っている組織の間であればきちんと決まっている規則

がありがたいです｡ これは､ お互いに同じデータを使っているの

で｡ ところが､ ちょっとでも違ったデータをつくろうとすると､

そこで突然相互にデータの交換ができないという問題が生じてき

ます｡

では､ インターネットの世界ってどんなものかというと､ あっ

ちこっち違うものがある世界です｡ 違うものがあって､ その違う

ものの間で､ あるいは違う組織の間でデータを交換したいよねと

いうところです｡ 例えば､ 資料館と図書館の間だと､ 例えば同じ

県にあっても多分データのつくりが随分違うと思います｡ では､

その間でデータをやりとりしようよと考えたときに､ そうすると､

合わせられるところだけ合わせようよというふうにおのずとなっ

ていくと思います｡ そうすると､ 合わせられるところだけ合わせ

ようよといっても､ そこを表現するための記述項目の名前を合わ

せるところで結構問題になると思います｡

では､ そのときに､ もしインターネット上で標準的に使われて

いる記述項目というのがあれば､ その記述項目を使いましょうね

とすればどうでしょうか｡ こうすれば自分たちのものを押しつけ

るということにはなりません｡ 加えて､ ある県の資料館と図書館

の間だけでやりとりをするという話がもし広がったとすると､ 国

内全体､ あるいは世界でつながっているということになるとする

と､ どこに出ても使える記述項目を使っていると相互運用が進め

やすいですね｡

実際にダブリンコアというのが目指したことというのは､ 共通

に使える記述項目だけを決めることなんです｡ 加えて､ そういう

共通の記述項目をベースにして､ 自分たちの目的であるメタデー

タの記述規則を決めるための考え方､ それを提案してきたんです｡

その考え方というのは､ 実はスライドの後ろのほうにあるんで

すけれども｡ 例えばこういう左側にある一つの目録とかメタデー

タの規則､ それで右側にある別のメタデータの規則があります｡

ここで記述項目の定義をそれぞれの中で閉じてしまうと隣同士で

うまくやりとりできないんです｡ けれども､ 記述項目の定義はど

こか別のところで､ 世界のどこかで定義してくれたものを借りて

きて､ それの意味を変えずに使うとすれば､ すなわち､ そうした

記述項目を､ そういう名前で､ かつその意味でもって使いますよ

ということにしておけば､ 例えばこのＡとＢのところでは､ 真ん

中の の部分は記述項目をお互いに共有できることになります｡

こんな感じで､ 項目立てをしていって､ 規則をつくっていけば
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ダブリンコアの基本15エレメント

タイトル Title
情報資源に与えら
れた名前

作成者 Creator
情報資源の内容の
作成に主たる責任
を持つ実体

キー
ワード

Subject
情報資源の内容の
トピック

内容
記述

Description
情報資源の内容の
記述

公開者 Publisher

情報資源を利用可
能にすることに対
して責任を持つ実
体

寄与者 Contributor
情報資源の内容へ
の寄与に対して責
任を持つ実体

日付 Date

情報資源のライフ
サイクルにおける
何らかの事象に対
して関連付けられ
た日付

資源
タイプ

Type
情報資源の内容の
性質もしくはジャ
ンル

記録
形式

Format
物理的表現形式な
いしディジタル形
式での表現形式

資源
識別子

Identifier

与えられた環境に
おいて一意に定ま
る情報資源に対す
る参照

出処 Source

現在の情報資源が
作り出される源に
なった情報資源へ
の参照

言語 Language
当該情報資源の内
容の言語

関係 Relation
関連情報資源への
参照

時空間
範囲

Coverage
情報資源の内容が
表す範囲あるいは
領域

権利
管理

Rights

情報資源に含まれ
る､ ないしは関わ
る権利に関する情
報
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いいよという､ そういうことを提案してきま

した｡ これをダブリンコアのアプリケーショ

ンプロファイルと呼んでいます｡

ここに15の項目があります｡ この15の項目､

15という数は別にマジックナンバーでも何で

もありません｡ たまたま15になったという､

それだけなんです｡ 実際に､ この15というの

は､ 減らそうという議論がありました｡ そう

いうものだと理解してもらえば良いと思いま

す｡ ここに出ているものを見ていただきます

と､ タイトルとか､ 作成者とか､ キーワード

とか､ 内容記述とか､ 大体どこででも使えそうなものです｡ ある

種､ ダブリンコアにとっての一つの ｢肝｣ の部分という意味では､

例えばここに作成者という言葉を使っています｡ 決して著者とか

作曲者とか､ そういう名前は使っていないです｡ できるだけ一般

化できる名前を使っています｡

実際にはこういう定義に基づいて作られたメタデータをやり取

りすることになります｡ データ交換のためには記述項目の意味や

メタデータの表現形式は統一されていなければなりません｡ その

一方､ ネット上で実際にデータを交換するためのときの形式と､

利用者が直接目にするときの形式というのは一緒である必要はあ

りません｡ その一方､ 利用者にとってはわかりやすい名前を使う

必要があります｡ 例えば､ 図書館でもってダブリンコアを使うと

いうときに､ 例えば作成者を著者にしてもそれは別に構わないで

す｡ データベースをつくるときだけ､ どこかで著者と言い､ ある

いはどこかで漫画家と言い､ 一方でこれらは同じだよということ

があってもかまいません｡ データベースの上で矛盾がしなければ

いいわけです｡ そういうふうにして､ 共通に使えるものというの

を､ 最終的に15項目提案したものが､ ダブリンコアの最初の要素

集合です｡

でも実際､ この15を見てみるとアバウトなところに気がつくと

思います｡ 例えば Date エレメントは日付という意味だけです｡

多分このままでは使いにくいですね｡ 例えば文書をつくった日付

とか､ 文書が有効でなくなる日付だとか､ そうしたいですね｡ で

も､ 最初の15のエレメントではここまでしか決めなかったんです｡

その後､ より詳しい意味を持つエレメントを決めています｡

ここに Creator (作成者) とか､ Contributor (寄与者) とか

Publisher (出版者) とかあります｡ これらの厳密な区別という

のは実は難しいのです｡

アーカイブズ 39
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・DCMI が認定しているエレメント
(記述項目) は71ある

・Simple DC 自体は国際標準として
生きている
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実際に今までにこれらを１個にまとめてしまおうかという議論

がありました｡ これらをまとめてしまっているようなエレメント

としてはつくっていないんですが､ そういう概念というのも含ま

れています｡ それで､ 現在は70ぐらいになっています｡

ダブリンコアというのは､ ネット上でいろんな違う組織でつく

られたデータをお互いに流通をするための基本的な考え方を提案

してきたものです｡ このエレメントというのは割とニュートラル

に使えるので､ いろいろなところで実際に使われています｡

ダブリンコアについての日本語でのきちんとした説明がありま

せん｡ 私がさぼっているからといってよく怒られるのですけれど

も､ 意外とありません｡ 日本国内にダブリンコアのことをきちん

と支えるための組織がないことも､ 日本語による情報が不足する

一つの理由です｡ 今の数分の説明なのですけれども､ ダブリンコ

アのエッセンス､ あるいはダブリンコアの心というのはこれだけ

で充分であろうと思います｡

というところで､ 時間が少し過ぎてしまいましたので閉じたい

と思います｡ どうもありがとうございました｡

2010/03
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・Dublin Core 自体の意義は､ Web
上でのメタデータの相互運用性に関す
る概念をはっきりさせたこと
－記述項目と構造定義の分離
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